
資料１

昨年度からの修正点
・R7→R8(年度の修正のみ)令和８年度釧路市障害者就労施設等からの物品等の調達方針の概要

１ 目的

本方針の適用範囲は、

釧路市の全組織とする。

２ 適用範囲 ３ 優先調達の対象となる障害者就労施設等

４ 調達にあたっての基本的な考え方

５ 調達目標 ６ 調達実績の公表

分野を限定することなく、また可能な限り多くの障害者就労施設等から調達するよう努める。

国や北海道の調達方針、釧路市における各種施策（高年齢者等の雇用の安定、中小企業の振興、グリーン製品の購入促進、

障がい者就労貢献企業認定制度等）との調和を図る。

予算の適正な執行、契約時の競争性や透明性の確保に留意しつつ、障害者就労施設等からの調達の推進に配慮するよう努める。

物品等の調達は可能な限り計画的に行い、納期の設定等に配慮するよう努める。

調達の仕様を定める際は、調達により達成しようとする行政目的等を踏まえて、必要十分かつ明確なものとするとともに、

予定価格については、取引の実例価格等を考慮して適正なものとなるよう設定する。

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

予算の適正な執行、契約における公正性及び競争性に留意しつつ、障害者就労施

設等の受注の機会の増大を図るため、優先的に障害者就労施設等から物品等を調

達するよう努める。

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」に基づき、釧路市において障がい者が就労する施設等

からの物品等の調達の一層の推進を図ることを目的として、本方針を定める。

（１）障害者支援施設 （４）小規模作業所 （８）重度障害者多数雇用事業所

（２）就労継続支援事業所 （５）地域活動支援センター （９）在宅就業障害者

（Ａ型・Ｂ型） （６）就労移行支援事業所 （10）在宅就業支援団体

（３）生活介護事業所 （７）特例子会社

年度終了後早い時期に物品等の調達の実

績を取りまとめ、その概要を公表する。


